
 

未成年者の飲酒防止に関する表示基準の概要 
 

 

 

酒類の容器又は包装には、６ポイントの以上の大きさの文字で、「未成年者の飲酒は法律で禁

止されている」旨を表示しなければならない 

（注）１ 容量360ｍℓ以下の場合は5.5ポイント以上 

２ ①専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるもの、②内容量が50ｍℓ以下のもの、

③調味料用・薬用であることが明らかであれば、表示を省略することができる 

 

 

 

酒類小売販売場においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、100ポイント以上の大きさの文

字で、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁

止されている」旨を表示しなければならない。 

 

 

 

酒類の自動販売機には、次の事項を自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよ

う表示しなければならない。 

⑴ 未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨（57ポイント以上の大きさのゴシック体） 

⑵ ①免許者の氏名又は名称、②酒類販売管理者の氏名、③連絡先の所在地及び電話番号（20ポ

イント以上の大きさ） 

⑶ 販売停止時間（「午後11時から翌日午前５時まで販売を停止している」旨）（42ポイント以

上のゴシック体） 

 

 

 

酒類小売販売場において酒類の通信販売（インターネット等によるものを含む）を行う場合に

は、次の事項を10ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならない。 

⑴ 酒類に関する広告又はカタログ等：「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成

年者に対しては酒類を販売しない」旨 

⑵ 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類：申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接

する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売

しない」旨 

⑶ 酒類の購入者に交付する納品書等の書類：「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨 

酒類の容器等に対する表示

酒類の陳列場所における表示

酒類の自動販売機に対する表示

酒類の通信販売における表示



 

酒類の陳列場所における表示の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2-1】陳列棚等に陳列されている商品の 
全部が酒類である場合 

 

【2-2】陳列棚等に陳列されている商品の 
一部が酒類である場合 

 

１．酒類と他の商品の陳列場所が壁等により明確に分離されている場合の表示例 

２．酒類と他の商品の陳列場所が壁等により明確に分離されていない場合の表示例 

酒類の陳列場所が壁等により
他の商品の陳列場所と明確に分
離されている場合には、「お酒
コーナー」等の表示を酒類売場の
入口付近などの見やすい場所に
表示する。 

酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合には、
酒類を他の商品と陳列棚等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品
が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法で表示する。 

① 陳列棚等の見やすい箇所に酒類を「明確に区
分」するための表示をする。 

 
 
 
② さらに、酒類の陳列場所に「酒類の売場であ
る」旨等の表示をする。 

① ㋑陳列棚等の見やすい箇所及び㋺酒類と他の商品を
区分している棚板又は仕切り板の両方に「明確に区
分」するための表示をする。 

 
 
② さらに、酒類の陳列場所に「酒類の売場である」旨
等の表示をする。 

これはお酒です。未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

お酒コーナー 
未成年者の飲酒は法律で 
禁止されています 

これはお酒です。未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

お酒コーナー 
未成年者の飲酒は法律で 
禁止されています 
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